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第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポーツ大会 

都城市開催推進総合計画(案) 

 

第 81 回国民スポーツ大会・第 26 回全国障害者スポーツ大会「日本のひなた宮

崎 国スポ・障スポ」（以下「両大会」という。）の成功に向け、都城の総力を結

集し、オール都城で来訪者を心のこもったおもてなしでお迎えし、本市が目指す

「市民の笑顔が広がる 南九州のリーディングシティ」の実現に向けて、都城市

開催基本方針に基づき開催推進総合計画を定めるものとする。  

  

１ 基本方針 

（１）総務企画 

県、競技団体、関係機関及び関係団体と緊密に連携し、両大会を一過性のもの

とせず、その開催を通じて市民が都城に愛着と誇りを持てる大会とするため、総

合的な計画の立案と施策の推進を図る。 

 

(２)財務 

県、競技団体、関係機関及び関係団体との相互協力のもと、創意工夫を凝らし

た魅力あふれる大会を目指し、適切で効率的な財務の運営を図る。 

 

(３)広報 

両大会に対する市民の関心や参加意欲を高めるため、デジタル技術を積極的に

活用し、効果的な広報活動を展開するとともに、参加した選手をはじめ、両大会

に関わった人々を通じて都城の豊かな自然や観光、文化など多彩な魅力を全国に

向けて発信する。 

 

(４)市民運動 

市民一人ひとりが大会開催の意義を理解し、それぞれの立場で積極的に参加す

る機運の醸成を図るとともに、市民総参加のもと一丸となって大会を盛り上げて

いくことにより、両大会終了後も地域コミュニティの醸成や地域の活性化の推進

につなげる。 

 

（５）観光・接伴 

選手・監督をはじめ、本市を訪れるすべての方々を温かくお迎えするととも

に、自然、歴史、文化、食など本市の多彩な魅力に触れていただくことで、「また

訪れたい」と感じていただけるよう心のこもったおもてなしを提供する。 
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（６）競技 

県、競技団体、関係機関及び関係団体と緊密に連携し、また、デジタル技術を

積極的に活用しつつ、競技会の円滑な運営を図るとともに、必要な用具等につい

ては、効率的に整備する。 

 

（７）式典 

県、競技団体、関係機関及び関係団体と十分に協議をし、創意工夫を凝らした

温かみのある式典とする。 

 

（８）施設 

国民体育大会開催基準要項に規定されている施設基準を尊重し、既存施設の有

効活用を図るとともに、両大会開催後の市民利用にも配慮した整備に努める。 

 

（９）宿泊 

選手・監督をはじめ、大会関係者等の宿泊については、宿泊施設等と緊密に連

携し、安全で快適な宿舎の確保を図り、受け入れ体制に万全を期する。  

 

 (10)医事・衛生 

選手・監督をはじめ、両大会に携わるすべての方々が清潔かつ快適な環境の

もとで十分な活躍と観覧ができるよう、県、競技団体、関係機関及び関係団体

の協力を得ながら、食品衛生及び環境衛生に配慮するとともに、防疫体制及び

医療救護体制を確立する。  

 

(11)輸送・交通 

本市の交通事情を勘案し、交通事業者その他関係機関との連携により、安

全・安心かつ効率的な輸送手段の確保に努める。併せて、デジタル技術を積極

的に活用し、公共交通機関の利用を促進するなど交通混雑の緩和と環境に配慮

した輸送・交通体制の確立を図る。 

 

（12）消防防災・警備 

競技会場その他大会関係施設における災害の防止、治安の確保及び非常時に

おける緊急対応に万全を期するため、消防、警察その他関係機関等と緊密に連

携し、消防防災・警備体制の確立を図る。 
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第81回国民スポーツ大会・第26回全国障害者スポーツ大会 

都城市準備委員会専門委員会規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、第81回国民スポーツ大会・第26回全国障害者スポーツ大会都城市準備

委員会会則（令和４年５月23日施行）第13条第３項の規定に基づき、第81回国民スポーツ

大会・第26回全国障害者スポーツ大会都城市準備委員会専門委員会（以下「専門委員会」

という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（専門委員会の名称等） 

第２条 専門委員会の名称並びに第81回国民スポーツ大会・第26回全国障害者スポーツ大会

都城市準備委員会常任委員会からの付託及び委任事項は、別表のとおりとする。 

（役員） 

第３条 専門委員会に次の役員を置く。 

(１) 委員長 １名 

(２) 副委員長 若干名 

（役員の選任） 

第４条 委員長及び副委員長は、専門委員のうちから第81回国民スポーツ大会・第26回全国

障害者スポーツ大会都城市準備委員会会長（以下「会長」という。）が委嘱する。 

（役員の職務） 

第５条 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき、又は欠けたときは、あらかじ

め委員長が指名した副委員長が、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 専門委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 専門委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれに当たる。 

３ 専門委員会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することはできない。ただ

し、専門委員会に出席することができない委員は、代理人によって議決権を行使し、また

は書面で議決に加わることができる。この場合において、当該委員は、出席したものとみ

なす。 

４ 専門委員会の議事は、出席した専門委員（あらかじめ通知された事項について、代理人

が議決権を行使した委員及び書面により議決権を行使した委員を含む。）の過半数をもっ

て決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

５ 委員長は、必要があると認めるときは、専門委員以外の者の出席を求め、その意見又は

説明を聴くことができる。 

（専門部会） 

第７条 専門委員会は、運営上必要があるときは、専門委員会に専門部会を設置し、専門的

事項について調査研究等を行わせ、その結果を報告させることができる。 

２ 専門部会の委員は、会長が委嘱した者（以下「部会委員」という。）をもって構成す

る。 
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３ 第３条から第６条までの規定は、専門部会について準用する。この場合において、これ

らの条文中「専門委員会」とあるのは「専門部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」

と、「副委員長」とあるのは「副部会長」と、「専門委員」とあるのは「部会委員」と読

み替えるものとする。 

（委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、専門委員会及び専門部会の運営に関し必要な事項は、

それぞれ委員長及び部会長が別に定める。 

 

附 則 

この規程は、令和５年  月  日から施行する。 

 

別表（第２条関係） 

名 称 付 託 事 項  委 任 事 項 

総務企画専門委員会 １ 総務企画に関すること 

２ 開催推進総合計画に関すること。 

３ 広報及び市民運動に関すること。 

４ 観光及び接伴に関すること。 

５ 他の専門委員会に属さない事項に関す

ること。 

左記付託する事項のうち、

事業の実施に関すること。 

 

競技式典専門委員会 １ 競技運営に関すること。 

２ 式典に関すること。 

３ 競技会場に関すること。 

４ その他競技運営式典に関すること。 

左記付託する事項のうち、

事業の実施に関すること。 

 

宿泊衛生専門委員会 １ 宿泊に関すること。 

２ 医事及び衛生に関すること。 

３ 環境衛生及び食品衛生に関すること 

４ その他宿泊衛生に関すること。 

左記付託する事項のうち、

事業の実施に関すること。 

 

輸送交通専門委員会 １ 輸送及び交通に関すること。 

２ 消防及び警備に関すること。 

３ その他輸送交通に関すること。 

左記付託する事項のうち、

事業の実施に関すること。 
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SMILE CITY MIYAKONOJO 幸せ上々、みやこのじょう

【報告事項１ 】

別 冊



SMILE CITY MIYAKONOJO 幸せ上々、みやこのじょう

1

●いちご一会とちぎ国体の視察 (宇都宮市・那須塩原市)

開催年 会場地
R4

栃木県

H29

愛媛県

H30

福井県

R1

茨城県

総合開会式

宇都宮市

17,862 28,783 25,344 26,158

総合閉会式 11,230 14,686 15,030 13,302

陸上 24,342 56,954 45,996 48,635

バレーボール 19,705 72.461 58,862 52,824

バスケットボール 13,058 34,677 21,129 37,737

ソフトテニス 那須塩原市 7,886 19,962 18,169 24,884

計 94,083 227,523 184,530 203,540

大会日程：令和４年10月１日(土)～11日(火)
※大会期間中、本市開催競技等を視察

※バレーボール、バスケットボール、ソフトテニスは種別を加味していない。

単位:(人)○国体来場者数の速報値 (都城市開催競技)
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●いちご一会とちぎ国体の視察 (宇都宮市・那須塩原市)

①感染症対策 ※コロナ禍で初めての大会開催
・開閉会式や競技会場の関係者(スタッフ/視察員等)のPCR受検・抗原検査受検
・体調管理用アプリ「GLOBAL SAFETY」の提示又は体調管理チェックシートの提出等

②総合開・閉会式
・総合開会式に天皇皇后両陛下がご出席。国体を含む四つの主要地方公務で実際に

現地入りしたのは、２０１９年９月の茨城国体以来３年ぶり。

・総合閉会式に秋篠宮佳子様がご出席。天皇杯・皇后杯を授与された。

GLOBAL SAFETY

両陛下ご来場 ブルーインパルス祝賀飛行 天皇杯授与式典演技

感染症対策呼びかけ看板 隔離用テント
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③運営
・会場受付では一般観覧と関係者等受付が区別されていた。視察員の場合はより幅広
に会場視察をすることができた(陸上、ソフトテニスは視察員。バレー、バスケは一般）。
・子育て世帯に配慮して、授乳室及びオムツ交換所が設置されていた。
・皇族が観戦される競技では、手荷物検査(手荷物の中身チェック)が実施されていた。
・補助員(学生ボランティア)による記録用務、表彰補助、選手招集等に携わっていた。

会場受付・検温所(陸上) 授乳室(ソフトテニス) 高円宮承子さまバレーボール観戦

記録用務(バレーボール) 表彰補助(陸上)
選手招集(陸上)

●いちご一会とちぎ国体の視察 (宇都宮市・那須塩原市)



SMILE CITY MIYAKONOJO 幸せ上々、みやこのじょう
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④仮設施設
各競技会場では、観覧席・トイレや実施本部(記録・救護所等)などの仮設物が設置され
ており、競技によっては競技専用の仮設施設等も設置されていた。

⑤輸送交通
・競技会場と最寄り駅等を結ぶ無料シャトルバスが運行されていた。選手輸送用のバス
は、宿泊先別のバス乗り場が設けられていた。
・競技会運営のための会場周辺での交通規制案内等がなされていた。

仮設救護所(ソフトテニス) 仮設観覧席(ソフトテニス) 仮設トイレ(陸上) 仮設雨天用走路(陸上)

シャトルバス乗り場(雀宮駅) 選手用バス乗り場(陸上競技場)
交通規制看板

●いちご一会とちぎ国体の視察 (宇都宮市・那須塩原市)

選手用バス時刻表(宿泊施設)
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⑥おもてなし
・各競技会場に応援メッセージが書かれたのぼりや花のプランターが設置されていた。
・競技会場では、地元飲食店やグッズ販売のブース等も出店されており、ご当地品の無

料配布等があった。陸上競技場には特設広場が設置され、お笑いライブ等があった。
・各競技会場では、地元の食材を使った国体弁当が販売されていた。

歓迎のぼり(陸上)

歓迎プランター(陸上) 冷凍いちご・お菓子無料配布(ソフトテニス)

特設広場(陸上) イベント案内(陸上)

国体弁当(ソフトテニス)

●いちご一会とちぎ国体の視察 (宇都宮市・那須塩原市)


